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先 手 必 勝 

ごあいさつ 

 代表 

 上川路 長生 

 大型台風14号は、3連休中の鹿児島を久しぶりに直撃し

ました。台風一過、早いもので10月、一気に秋の気配が

漂っています。16日は鹿児島で会計事務所を開いて、45周

年になります。お客様をはじめ多くの皆様の優しさに支え

られて、今日を迎えることが出来ました。社是『恕』の理

念のもと行動指針『先手必勝』で社会にお役に立てる会計

事務所へと精進してまいります。 

 京セラの名誉会長稲盛和夫氏が、8月24日死去されまし

た。京セラやＫＤＤＩを創業して大企業に育てあげ、倒産

したＪＡＬを僅か2年8か月で再上場へと導いた日本を代表

する経営者でした。昭和の松下幸之助と並び平成の稲盛和

夫と讃えられています。『人間として何が正しいか』など

の経営哲学（フィロソフィ）は、国境、体制の枠を越えて

多くの人々の心に響き国内外で支持されました。中国メ

ディアは、“尊敬すべき日本人”として稲盛氏の死去を速

報して悼みました。 

 鹿児島市出身の稲盛氏は、郷土愛にあふれていて、自治

体や鹿児島大学を通じて人材育成や国際交流を後押ししま

した。郷土の偉人西郷隆盛翁の座右の銘“敬天愛人”の精

神に基づいて京セラを経営しようと社是は『敬天愛人』で

す。西郷翁の生き方は『人のため世のために尽くすこと

が、人間としての最高の行為である』という稲盛氏の人生

観に影響を与えました。中小企業経営者の勉強会『盛和

塾』の塾長を務め、師と仰がれていました。『心に描いた

ものは、必ず実現する』の言葉は多くの人々に勇気を与え

ています。『利他の心』を持って誰にも負けない努力をし

ていけば、必ず時間と共に道は開けていくと教えてくれま

した。希望を与える数々の金言は、未来への歩みを照らす

何よりの道標となっています。 

 英国のエリザベス女王は、英国君主史上最長在任かつ最

高齢を記録して、9月8日96歳の生涯を終えました。天皇、

皇后両陛下も参列された女王の国葬は、厳粛かつ荘厳で王

室の権威を保った英国らしいものでした。父の早世によっ

て25歳の若さで即位した女王の治世は70年間続きました。 

 一方で安倍晋三元首相の9月27日の国葬は、最後までゴ

タゴタが続きました。8年8か月という憲政史上最も長く政

権の座に就いて、日本をリードした功績は歴代の首相で最

大です。国際社会における日本の地位を高めて諸外国から

の敬意を勝ち得たリーダーでした。“非業の死”に際して

の弔意は、国葬についての法的整備が不備だったとしても

粛々と進めてもよかったと思っています。 

 プロ野球で現役最長の中日福留孝介外野手が、9月23日

最後の試合に臨みプロ生活24年に幕を閉じました。出身地

は鹿児島県大崎町で、身体能力の走攻守で高いレベルの選

手でした。大リーグでも5年間プレーした輝かしい実績は

古里の子供たちに夢と元気を与えています。 

 プロ野球ヤクルトの村上宗隆内野手が、3日の最終戦に

56本目となる本塁打を放ち、昭和39年に巨人の王貞治さん

が作ったシーズン55本塁打の日本選手最多記録を更新しま

した。プロ野球史上初の5打席連続本塁打、そして史上最

年少22歳での令和初の3冠王を獲得して、ヤクルトの連続

優勝に貢献して『村神様』と讃えられました。 

 米大リーグのアメリカンリーグの最優秀選手（ＭＶＰ）

争いが、エンゼルスの二刀流大谷翔平投手とヤンキースの

アーロン・ジャッジ外野手とで白熱してきました。驚異的

なペースで本塁打を量産するジャッジがロジャー・マリス

が打ち立てた61本の記録を62本と塗り替えＭＶＰを獲得す

るのか最後まで目が離せません。 （令和4年10月吉日） 
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276 号 

10月11日まで 
 

・源泉所得税の納付      

・住民税の特別徴収税額の納付 

〈９月決算会社申告書提出〉 2022 11

 １０月３１日まで 
 

・８月決算法人の確定申告 

・２月決算法人の中間申告（半期分） 

・消費税、地方消費税の中間申告 

  １１月決算法人  第３四半期分 

   ２月決算法人  第２四半期分  

   ５月決算法人  第１四半期分 

・２・５・８・１１月決算法人・個人事業

者の３月ごとの期間短縮に係る確定申告 

・消費税の年税額が４，８００万円超の 

７月、８月決算法人を除く法人・個人事業

者の１月ごとの中間申告 

       １０月１７日まで 

       ・特別農業所得者への 

   予定納税基準額等の通知 

１０月中において各都道府県・ 

   市町村の条例で定める日 ・個人の道府県民税および市町村民税の第３期分の納付 

 １１月３０日まで 

・９月決算法人の確定申告 

・３月決算法人の中間申告（半期分） 

・消費税、地方消費税の中間申告 

  １２月決算法人  第３四半期分 

   ３月決算法人  第２四半期分  

   ６月決算法人  第１四半期分 

・３・６・９・１２月決算法人・個人事業者の３月ごと 

 の期間短縮に係る確定申告 

・消費税の年税額が４，８００万円超の８月、９月決算 

 法人を除く法人・個人事業者の１月ごとの中間申告 

・特別農業所得者の所得税の予定納税額の納付 

１１月１０日まで 
 

・源泉所得税の納付   

・住民税の特別徴収税額の納付 

１１月１５日まで 
 

・所得税の予定納税額の 

        減額申請 

１１月中において都道府県の

条例で定める日 
 

・個人事業税の納付（第２期分） 
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業務に漏れはありませんか？チェックしてみましょう！ 

276 号 

 
テーマ：「スポーツの秋 」 

このコーナーでは、当事務所職員がひとりずつマイブーム

について紹介していきます。 

職員それぞれの個性を楽しんで頂ければ幸いです☆ 
職員コラム 

 学生の頃はサッカー三昧で、社会人になってか

らは、運動という運動はほとんどしていなかった

のですが、最近ではテニスやゴルフ等々、体を動

かすことでストレス発散！？し、また、スポーツ

全般の観戦をすることも趣味の一つとなっていま

す。 

 テニスには全く興味がなかったのですが、

2014年全米オープンテニス男子シングルスのセ

ミファイナルで、錦織選手が世界最強のジョコ

ビッチ選手との試合で、テニスの神様が舞い降り

たかのような神がかり的なショットを連発、勝利

し、鳥肌が立ったのを覚えています。 

 運動不足を何とかしないという思いもあり、テ

ニススクールに体験で参加してみたところ、球技

には抵抗がなかったからなのか、すぐにのめり込

み、今ではテニススクールのみならず、テニス

サークルにも参加したり、草トーナメントや県テ

ニス協会の試合にも参加したりと、全く異業種の

人達との交流もでき、老体に鞭打って！？いい汗

をかいています！ 

 サッカーも、地元の鹿児島ユナイテッドFCが

リーグの上位進出を目指し、また11月からはワー

ルドカップも始まり、日本代表の活躍に胸躍る気

持ちです。 

 コロナ禍でオリンピックも異例の延期となるな

ど、スポーツ全体が自粛傾向にありましたが、今

では少しずつ元に戻りつつ

あり、2023年には鹿児島

国体も開催されるため、ス

ポーツ界も大いに盛り上が

ればと願っています。 

 今月の担当：経営支援部 永山 智大    

２０２２年10月1日施行 労務関連法改正  

□ 7月に提出された算定基礎届などに基づいて、9月からは新たに定時決定された標準報酬月額を使用することに

なります。従業員の給与からの社会保険料控除（翌月控除、当月控除）については各々の取扱いをご確認ください。 

社会保険料定時決定結果の反映 

□ 出生時育児休業の新設→出生後８週間以内に最長４週間の追加育休取得が可能に（２週間前までの申出が必要） 

□ 育児休業の分割取得→最大２回まで分割取得が可能に 

【育児休業法改正】 

【厚生年金保険法・健康保険法改正】 

□ 「特定適用事業所※」で働くパート、アルバイト等の短時間労働者は、以下の要件をすべて満たす場合、健康保険・

厚生年金保険の被保険者となります。 

<短時間労働者の被保険者用件（健康保険・厚生年金保険> 

■週の所定労働時間が２０時間以上であること  ■２か月を超える雇用の見込みがあること 

■賃金の月額が88,000円以上であること    ■学生でないこと 

□ 今月より、地域別最低賃金額が変わります。各都道府県によって適用となる月日が異なっていますので、金額お

よび発効年月日を確認しておきましょう。１０月6日からの鹿児島県の地域別最低賃金は853円です。 

 （特定最低賃金は除きます）。 

最低賃金額の変更 

３月決算法人の中間申告の準備 

□ ３月決算で中間申告が必要な法人は、１１月の決算応当日までに中間申告と納税を行います。 
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テーマ テーマ テー 

会計・税務のＱ＆Ａ！ 

テーマ テーマ 
★ 
★ 

★ 
★ 

★ 
★ 

テーマ 『 年 末 調 整 関 係 書 類 の 変 更 点 』 

 税制改正等に伴い、変更を予定している年末調整書類が国税庁より発表されました。しっかりと 

変更点を確認しておきましょう。 

【変更がある書類】 

・令和５年分 給与所得者の扶養控除等（異動）申告書  

令和５年分 給与所得者の扶養控除等（異動）申告書の年度修正以外の主な変更点 
 

① 退職手当等を有する配偶者・扶養親族の記載欄新設 
 

② 国外居住親族に係る扶養控除等の適用について 
 

                                  →詳細P5 

♦年末調整スケジュール♦ 
国税庁HP参照 

 令和４年分の申告書には特に変更はありませんが、スケジュールを確認し、しっかりと 

準備を進めていきましょう。 



 ～生保・損保<事業保険>支援体制の拡充～ 

 弊社が従来より推進をして参りました「法人契約・生損保」の内容確認、管理体制をより充実させ、顧問

先様の事業主・従業員の危機管理を支援して参りたいと考えております。 

 つきましては、以下の資料を無償で作成させて頂きますので、ぜひご活用して頂ければと存じます。 

<提供できる資料（無償）> 

☑

☑

☑

 

① 退職手当等を有する配偶者・扶養親族の記載欄新設     
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② 国外居住親族に係る扶養控除等の適用について 

   

276 号 

新設 

【例】配偶者の所得  給与所得金額２０万円 

           分離課税の退職所得金額２００万円（その他の要件は満たす） 

 配偶者の合計所得金額 配偶者控除の適用可否 

所得税 ２２０万円（＞４８万円） 適用不可（×） 

住民税  ２０万円（≦４８万円） 適用可（〇） 

※合計所得金額に分離課税される退職所得金額を含むか否か 所得税：含む 住民税：含まない 



Page 6 

276 号 【追悼】 稲盛和夫 会計学   

京セラ、KDDIの創業者で、経営破綻した日本航空を再建した鹿児島市出身の稲盛和夫氏が2022年8月

24日、90歳で亡くなりました。「経営の神様」と評された稲盛和夫氏が掲げた、経営の実態を正しく把握し、

発展へと導くために実践的な 「７つの基本原則」を御紹介します。環境の変化に適応できる強い企業づくりを

進めるための、大きなヒントになるのではないでしょうか。 

７つの基本原則  

１ 
 キャッシュベース 

          経営の原則 

経営は原点のキャッシュベースで考えるべきである  

2  一対一対応の原則 

品物とお金が動くときは、必ず伝票を起票することを徹底する  

3  筋肉質経営の原則 

経営者はぜい肉のまったくない筋肉質の企業をめざすべきである  

4  完璧主義の原則 

曖昧さや妥協を排除し、あらゆる仕事を完璧に  

5  ダブルチェックの原則 

あらゆる伝票処理や入金処理を複数の人間で行う  

6  採算向上の原則 

「アメーバ経営」と呼ぶ小集団独立採算制度の徹底  

7  ガラス張り経営の原則 

全社員が経営状況が分かるよう透明な経営を行う  

・経営のベースとなるのは、あくまでも手元のキャッシュであり、手元の

キャッシュを増やすような経営をしていく 

・モノやお金が動けば、必ず起票され、チェックされた伝票が動く体制 

↓ 

「一対一対応の原則」を徹底して守ることで、企業内の不正を未然に 

防ぐことにつながり、モラルを高める 

無駄な資産を徹底して削ぎ落とし、有効な資産を最大限に活用すること

で、永遠に発展し続けられる「筋肉質」の企業体質とすることができる 

・経営者は常にパーフェクトな判断を求められ、その重大な責務を果たすた

めには、会社全体のマクロ（全体）な仕事と同時にミクロ（個々・具体的）の

仕事もわかっていなければ完璧な仕事はできない 

・売れない在庫 

・過剰な設備 

・固定費の増加 

・まとめて仕入れた大量の原料 等 

・人間はふとしたはずみで過ちを犯してしまうという弱い一面を持っており、

この「人の心」が持つ弱さから社員を守り、人が罪をつくることを未然に防ぐ

システムとして有効である 

・従業員との信頼関係を構築するためには、会社の置かれている現況につ

いて、経営幹部だけではなく一般の社員にも、よく見えるようなガラス張りの

ものでなければならない 

・各部門の責任者に、経営

計画・実績管理・労務管理

などの経営全般が任されて

いる  
 

社員一人一人が自分の部門の目標を十分に理解し、それぞれの持場、立場

で目標を達成するために懸命な努力を重ねる  

「
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保険を活用した対策 

講師：税理士 石井 幸子 先生 

～ 第１９回ＫＳＣセミナーのご報告 ～ 

 令和４年９月２２日（木）に「第１９回KSCセミナー 消費税インボイス制度対策

セミナー」をZOOMを使用したライブ配信で開催いたしました。 

 そもそもインボイス制度とは何なのか、消費税の納付税額の計算方法な

ど、基礎の部分から分かりやすくご説明いただきました。 

 大変多くの方にご参加いただきました。お忙しい中ご参加いただいた皆

様、誠にありがとうございました☆今後もZOOMでのセミナー開催を予定し

ておりますので、是非ご参加ください♪ 

― 所内研修発表会のご報告 ー 

 令和4年9月9日（金）、所内にて研修発表会を行いました。今年のテーマは「顧問先への経営改善提案」でした。売上拡

大や人材確保、法令遵守など、各チーム様々な視点で研修を行い充実した発表会となりました。審査員の先生方の審議のも

と、Eチームが優勝に輝きました！ 

 今回の研修で得た知識を活かして、よりお客様の発展に貢献できるよう取り組んで参ります！ 

チーム テーマ チームリーダー 

A 「飲食店の販促戦略」 藤田（信） 

B 「コンサルティングの活用」 大重 

C 「意識を変えなきゃ、経営は変わらない」 畠中（由） 

D 「輝ける社会を目指して～女性がいきいきと活躍できる環境とは～」 此元 

E 「企業コンプライアンスと危機管理」 福田 

F 「病院・クリニックのSNS活用～集患、人材確保におけるSNSを活用したアプローチ法～」 味園 

G 「経理部門の業務改善事例」 安山 

H 「合縁奇縁～人材定着のために取り組むべきこと～」 新村 

Eチーム Fチーム Aチーム 

インボイス制度とは？ 

正式名称 ： 適格請求書等保存方式 

          （現行制度：区分記載請求書等保存方式） 

開始時期 ： 令和５年（２０２３年）１０月１日 

◆ 制度の検討をした上で早めに準備を進めていく必要があります。ご不明な点は、担当者にご相談ください。◆ 

開始まで１年！ 

276 号 
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 税務や会計、経営や保険な

どについて、分からないこ

とがあれば上川路会計にご

相談ください！ 

 また、お知り合いに開業

予定の方がいらっしゃいま

したら是非ご紹介くださ

い！！ 

276 号 

編集委員 上川路美恵野 清水 関 鶴田 畠中（由） 横山  

■本店 下荒田事務所  
〒890-0056 鹿児島市下荒田4-1-9 

℡ 099-252-7070 FAX 099-252-6400 

■支店 甲南永山事務所 
〒890-0052 鹿児島市上之園町14-11 

℡ 099-255-3898 FAX 099-255-1992 

■支店 名山町鹿児島ビル事務所  
〒892-0821 鹿児島市名山町1-3鹿児島ビル4F 

℡ 099-223-3465 FAX 099-223-4348 

連絡先 ： 税理士法人 上川路会計 

 URL http://kamikawaji-kaikei.com/ 

上川路会計   検索 

 バスに一人で乗る時や一人でカフェに入った時、家でソファーに座って
いる時などつい無意識にスマートフォンに手を伸ばしてしまいます。窓の
外の流れる景色を眺めたり、その場の雰囲気を楽しんだり、考え事をした
り、音楽を聴いたり・・・そのような時間が自分の中で減ってきているよ
うに感じます。スマートフォンは楽しく便利なものですが、適度な距離を
保ちつつ、メリハリを付けて使うよう心掛けたいです。 

編集後記 

 高い空の青とお米の稔りの金、畦道の彼岸花の緋、色づき始めた柿の朱。秋分を過ぎて日が短くなり辺
りは静かに秋の光景へと変わってきています。 
 秋の夜長のお供、ラジオから不思議なメロディと呪文のような言葉が流れてきました。何となく心惹か
れて耳を傾けたのですが、アイヌ語で語られる神謡、カムイユカラでした。 
 神謡は、カムイが自らのことばで語る物語とされています。動物や植物などの生物だけでなく水や火の
ような自然、人が作った家や船などの無生物もカムイです。「神様」と訳されることが多いようですが、
神様と人間のようにどちらかが一方的に尊く強いという関係ではなく対等な持ちつ持たれつ、という世界
観なのだそうです。 
 独特のリズムが魅力的なアイヌ語は消滅の危機に瀕しています。ユネスコが平成21年に消滅の危機があ
るとした世界の約2,500の言語の中でも「極めて深刻」という分類がなされています。（Atlas of the 
World’s Languages in Danger第3版） 
 移動手段や情報技術の発達により世界中の人々の交流が盛んになると英語のように多くの人が利用する
言語を学ぶことの重要性が高まります。その一方、地域限定で少数の人々によって使われてきた言語は高
齢の話者が亡くなると次の世代に継承されず消滅していっています。言語がなくなればその言葉で表現さ
れてきた文化・世界観なども同時に消えてしまいます。 
 言語の消滅の問題点は文化的な側面だけではなく、ユネスコでは『言語の多様性が減ると、生物学的多
様性が減少する』として警鐘を鳴らしています。地域に根差した言語は、そこの自然、動植物を言い表す
豊かな語彙を持っています。人は名付けることでその対象を認識しますから名前の無い（失われた）もの
はだれにも気付かれないうちに消え去ってしまう恐れが高い、ということなのです。 
 アイヌの神謡を聞くと動物が人に恩恵をもたらすと同時に、人間もまた動物に恩恵を施す関係であるこ
とが分かります。アイヌの人々が築いてきた社会はそのような価値観を持つものだったということなので
しょう。 
 しかし、世界の大多数の現状では人は一方的に他の生き物から恩恵を受け、なおかつ絶滅へと追いやっ
ているという残念な関係にあるように思います。私もまた自分の快適な衣食住のために他の生物の現状を
見過ごしている一人に過ぎないことを自覚させられます。 
 さて、鹿児島市の平川動物公園は、この10月で50周年を迎えます。昭和51年に発行された動
物園のパンフレットには『動物と人間の心が通じ合うことを願いながら動物と植物が調和し動物
たちができるだけ自然の状態でみられ、見て楽しく、歩いて楽しい動物公園となるように工夫さ
れています』と書かれています。沢山の人たちが訪れて、人と生物の関係を考えてきたと思いま
すが、今では動物園の役割はレクリエーション施設から種の保存や自然保護の調査研究、啓発の
施設としての側面がさらに強くなってきています。人間と動植物・自然環境との係りを見つめな
おし、お互いが良い関係でいられるためにはどうあれば良いのかを考えるきっかけとなる場に

なっていくと良いと思います。 
 秋は自然の恵みを実感しやすい季節、すべてのものに感謝する季節としたい
ものですね。 

美恵野 老猿の眼色なき風を追う   
まなこ 


